
飯塚市告示第100号  

 

飯塚市高齢者福祉サービス事業実施要綱(平成24年飯塚市告示第376号)の一部を

改正する告示を次のように定める。 

令和8年3月27日 

飯塚市長  武 井 政 一   



飯塚市高齢者福祉サービス事業実施要綱の一部を改正する告示 

改正後 改正前 

別表(第3条関係) 別表(第3条関係) 

1 軽度生活援助事業 1 軽度生活援助事業 

事業内容 対象要件 利用者負担金等 利用回数等 

次に掲げるも

ののうち必要と

認められる援助

を行う。 

(1)  家屋内の

大掃除 

( 2 )  庭 の 除

草・草刈り 

 

(略) 生 活 保 護 法

(昭和 25年法律

第144号)に基づ

く保護を受けて

いる世帯 (以下

「 生 保 」 と い

う。)の者 

100円／時間

生保以外の世

帯(以下「一般」

という。)の者 

200円／時間

サービス提供

に必要な原材料

費、処分費、そ

家屋内の大掃除

は、年1回まで8時

間／回を限度とす

る。 

庭の除草・草刈

りは、年2回まで4

時間／回を限度と

する。 

 

事業内容 対象要件 利用者負担金等 利用回数等 

次に掲げるも

ののうち必要と

認められる援助

を行う。 

(1)  家屋内の

大掃除 

( 2 )  庭 の 除

草・草刈り 

(3) 生垣・庭木

等の剪定 

(略) 生 活 保 護 法

(昭和 25年法律

第144号)に基づ

く保護を受けて

いる世帯 (以下

「 生 保 」 と い

う。)の者 

60円／時間

生保以外の世

帯(以下「一般」

という。)の者 

120円／時間

サービス提供

に必要な原材料

費、処分費、そ

家屋内の大掃除

は、年1回まで8時

間／回を限度とす

る。 

庭の除草・草刈

りは、年2回まで4

時間／回を限度と

する。 

生垣・庭木等の

剪定は、年1回まで

4時 間 ／ 回 を 限 度

とする。 



の他の実費は利

用 者 負 担 と す

る。 
 

の他の実費は利

用 者 負 担 と す

る。 
 

2 福祉電話設置事業 2 福祉電話設置事業 

(略) (略) 

 3 高齢者寝具乾燥及び洗濯事業 

 事業内容 対象要件 利用者負担金等 利用回数等 

在宅の高齢者

に対し、その者

の使用する寝具

の乾燥及び洗濯

を行うことによ

り、保健衛生の

維 持 向 上 を 図

る。 

おおむね65歳

以上の市民で、

かつ、在宅のひ

と り 暮 ら し 世

帯、高齢者のみ

世帯又はこれに

準ずる世帯に属

する者で、寝た

きり、虚弱、障

がい、傷病及び

住宅環境等の理

由で寝具の衛生

管理が困難な者

生保の者 

乾 燥  1 4 0 円

／回 

洗 濯  4 7 0 円

／回 

一般の者 

乾 燥  2 8 0 円

／回 

ただし、枕の

みの場合は17

0円／回 

洗 濯  9 4 0 円

／回 

利用回数は、

乾燥については

月1回、洗濯につ

い て は 年 2回 ( 7

月 及 び 1 2月 )を

限度とする。 

乾燥における

寝具の種類及び

1回 あ た り の 利

用上限枚数は、

敷布団2枚、マッ

トレス1枚、毛布

2枚、洋布団2枚、



であって、市長

が必要と認める

者であること。 

掛布団2枚、枕1

個とする。 

洗濯における

寝具の種類及び

1回 あ た り の 利

用上限枚数は、

敷布団2枚、マッ

トレス1枚、毛布

2枚、洋布団2枚、

掛 布 団 2枚 と す

る。 
 

3 高齢者訪問理美容サービス事業 4 高齢者訪問理美容サービス事業 

(略) (略) 

4 高齢者住宅改造助成事業 5 高齢者住宅改造助成事業 

事業内容 対象要件 助成額等 利用回数等 

在 宅 の 高 齢 者

が い る 世 帯 に 対

し、住宅を高齢者

の 居 住 に 適 す る

よ う に 改 造 す る

(略) (略) 助成は、当該住

宅につき1回限り

とする。 

事業内容 対象要件 助成額等 利用回数等 

在 宅 の 高 齢 者

が い る 世 帯 に 対

し、住宅を高齢者

の 居 住 に 適 す る

よ う に 改 造 す る

(略) (略) 助成は、当該住

宅につき1回限り

とする。 

要 介 護 等 認 定

者 と 予 防 対 象 者



費 用 の 一 部 を 予

算 の 範 囲 内 に お

いて助成する。 

助 成 対 象 と な

る工事内容は、高

齢 者 が 日 常 生 活

に お い て 直 接 利

用 す る 家 屋 の 構

造 部 分 又 は 家 屋

に 付 帯 す る 設 備

に 関 す る も の で

あって、介護保険

に お け る 住 宅 改

修 費 の 対 象 外 と

なるものとする。
 

費 用 の 一 部 を 予

算 の 範 囲 内 に お

いて助成する。 

助 成 対 象 と な

る工事内容は、要

介 護 認 定 に お い

て「要支援1～2」

又は「要介護1～

5」の認定を受け

た者(この表にお

いて「要介護等認

定者」という。)

の い る 世 帯 に つ

いては、介護保険

に お け る 住 宅 改

修 費 の 対 象 外 と

なる工事内容、要

介 護 認 定 に お い

て「非該当」の判

定 を 受 け た 者 で

の い ず れ も い る

世帯については、

申 請 者 は 介 護 保

険 に お け る 住 宅

改 修 費 の 対 象 外

と な る 工 事 内 容

又 は 介 護 保 険 に

お け る 住 宅 改 修

費 の 対 象 と な る

工 事 内 容 の い ず

れ か 一 方 の 工 事

内容を選択する。



予 防 的 見 地 か ら

必 要 と 認 め ら れ

る 者 又 は 要 支 援

状 態 に 準 ず る と

認められる者(こ

の表において「予

防 対 象 者 」 と い

う。)のいる世帯

については、介護

保 険 に お け る 住

宅 改 修 費 の 対 象

と な る 工 事 内 容

とする。 
 

備考 備考 

(1) (略)  (1) (略)  

  (2) 介護認定の新規申請中である場合は、申請書は受理しない。 

 (3) 介護保険における住宅改修費の利用が可能である場合は、

介護保険における住宅改修費を優先的に活用するものとする。 

(2) (略) (4) (略) 

5 高齢者日常生活用具給付等事業 6 高齢者日常生活用具給付等事業 



(略) (略) 

附 則 

 この告示は、令和8年4月1日から施行する。 


